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ひた ちな か市市税条例等の一部 を改 ｉＥ する 条例制定について
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ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 市税 条例 等の 一部 を改 ｉＥ する 条例

（ひ たち なか 市市 税条 例の 一部 改ｊＥ）

第１ 条　 ひた ちな か市 市税条例 （平成６ 年条例第 ３９ 号） の一 部を 次の よう に改 ｊＥ

する。

第１ ８条 の４ 第１ 項中 「交 付手 数料 」を 「交 付（ 法第 ３８ ２条 の４ に規 定する

售該証獸書に 住所 に代 わる 事項 の記載を した もの の交付を 含む。） の手数料」に

改め る。

第３ ３条 第４ 項を 次の よう に改 める。

４　 前項 の規 定は ，前 年分 の所 得税 に係 る第 ３６ 条の ３第 １項 に規 定す る確 定申

告書 に特 定祉售等 に係 る所 得の 明細 に関 する 事項 その 他施 行規則に 定め る事項

の笆載が ある とき は， 肖該 特ｔ髱も 等に 係る 所得 のを 額に つい ては ，適 ｍしな

むぺ。

第３ ３条 第６ 項を 次の よう に改 める。

６　 前項 の規 定は ，前年分 の所得税 に係 る第 ３６ 条の ３第 １項 に規 定す る確 定申

告書 に特定株式等譲渡所得金額 に係 る所得の 回袖 に関 する 事項 その 他施行規則

に定 める 事項 の記 載か おる とき はノも該 特定 株式 等譲 渡所 得金 額に 係る 所得の

金額 につ いて は， 適ＪＴＩ しな い。

第３ ４条 の９ 第１ 項中 「特 定配 ち等 申告 書」 八び 「特 定株式等譲渡所得金額申

告書」を 「確 定申 告書」に 改め ，回 条第 ２項 中「 申告書に係る 年度 分」 を「確定

申告 書に Ｗる 年の 末日 の属 する 年度 の翌 年度 分」 に改 める。

第３ ６条 の２ 第１ 項た だし 書中 「所得税法第 ２条 第１ 項第 ３３ 号の ４に 規定す

る源泉控除対象祉偶者」を 「所得割の納税義務者 （前年の合計所得金額が９ ００

万Ｐヨぷ 下で ある もの に張る。 ）の法第 ３１ ４条 の２ 第１ 項第 １０ 倚の ２に規定す

る自 己と 生計 を一 にす るＥ 病者 （前 年の 合計 所得 金額 が９ ５万 Ｒ社下で ある もの

に隕 る。 ）で 控除 対象 髱偶 者に 該肖 しな いも の」 に改 める。

第３ ６条 の３ 第２ 項中 「附記さ れた」を 「イ才記 され た」 に改 め， 回条第３ 項中

「附 記し なけ れば 」を 「付 記し なけ れば 」に 改め る。

第３ ６条 の３ の２ の見ｍし 中「攻養親族 申告書」 を「扶養親族等申 告書」に改

め， 回条第１ 項中 第３ そを 第４ そと し， 第２ 号を 第３ 昜と し， 第１ 倚の次に次の

１号 を加 える。

（２ ）　 所得 割の 納税 義務 者（ 合計 所得 金額 が１ ，０ ００ 万Ｐヨ八 下で ある もの

２



にｍ る。 ）の 自己 と生計を 一にする 配偶者（法第 ３１ ３条第３ 項に規定

する 青色事業専従者に該售する もの で回 項に規定する 給与の支払を受け

るも の及 び鶚 条第 ４項 に規 定す る事 業専 従者 に該 ちす るも のを 除き ，合

計所 得金 額が １３ ３万 ＦＩＩぷ 下で ある もの に限 る。 次条 第１ 項に おい てＲ

じ。　）の氏名

第３ ６条 の３ の３ の見出し 中「扶養親族 申告書」 を「扶養親族等申 告書」に改

め， 回条 第１ 項中 「扶養親族「控除対象扶養親族」を 「特 定祉覃，者（所得割の納

税義務者 （合計所得金額が ９０ ０万 Ｆｊ ぶ下であ るも のに 限る 。） の自 己と 生計を

一に する 髱偶 者（ を職手肖 等（ 第５ ３条 の２ に規 定す るｉＪ１ 繊手 售等 にほ る。 八下

この 項に おい て回 じ。 ）に 係る 所得 を有 する 者で あっ て， 合計 所得 金額 が９ ５万

円罧下で ある もの にｍ る。 ）を いう 。第 ２苟において 回じ 。） 又は扶養親族 「控

除対 象扶 養親 族で あっ てぷ 繊手 售等 に係 る所 得を 有し ない 者」 に改 め， 同項 中第

３そ を第 ４そ とし ，第 ２号 を第 ３倚とし ，第 １倚の次 に次 の１ 倚を加え る。

（２ ）　 特定髱偶者の 氏佑

第７ ３条 の２ 中「 固定資産課税台帳」の 次に 「（ 回条 第１ 項た だし 書の 規定に

よる 措置 を講 じた もの を含 む。 ）」 を加 え， 「戛 覧の 手数料」 を「 閲覧 （悵第３

８２ 条の ４に規定する 固定資産課税台帳 に住所に代わ る事項の記載 をし たも のの

閲覧 を含 む。 ）の 手数 料」 に改 める。

第７ ３条 の３ 中「 証明 書」 の次 に「 （回 条た だし 書の 規定 によ る措置を 講じた

もの を含 む。 ）」 を加 え， 「交付手数料」を 「交 付（ 法第 ３８ ２条 の４ に規 定す

る售該を隰書 に住 所に 代わ る事叛のｋ載 をし たも のの 交イ才を 含む。） の手数料」

に改 める。

付則 第８ 条の ３の ２第 １項 中「 令秘 １５ 年度 」を 「令 和２ ０年 度」 に， 「令和

３年 」を 「令 和７ 年」 に改 める。

付覧第１ ７条 の３ 第２ 項を 次の よう に改 める。

２　 前項 の規 定の うち ，租税特 ＳＩ」措 置法 第８ 条の ４第 ２項 に規定す る特 定上場株

式等の配 售等 （な 下こ の項 にお いて 「特 定上場株式等の祉售等」と いう 。）に

係る 配售所得に係 る部分は，市Ｒ税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つい て特 定上場株式等 の配 ち等 に係 る祉ち所得に つき 回条 第１ 項の 規定 の適 ルｊ

を受 けた 場合 に限 り適用す る。

付ｍ 第１ ８条 の２ 第３ 項中 「， 第３ ７条 の８ 又は 第３ ７条 の９ 」を 「又 は第３

７条 の８ 」に改め る。

付則 第２ １条 の２ 第４ 項を 次の よう に改 める。

４　 前項後段の規定は，特例適 丿目 配肖 等に係る 所得が生 じた 年分の所得税に係る

第３ ６条 の３ 第１ 項に 規定する 確定 申告 書に 前項後篦の規 定の 適ＪＩミｊを 受け よう

とす る回 の記 載か おる とき にｍ り， 適篦する。

３



吭翳第２ １条 の３ 第４ 項を 次の よう に改 める。

４　 前項後段 の規 定は ，条約適用祉ち等 に係 る所得が 生じ た年分の所得税に係る

第３ ６条 の３ 第１ 項に 規定する 確定 申告 書に 前項後段 の規 定の 適ｍ を受 けよう

とす る回 の記載が ある とき に限 り， 適用 する。

付則 第２ １条 の３ 第６ 項中 「年 の翌年の ４大」１ 日の 属す る年度分 の」 を「 年分

の所得税 に係 る」 に， 「条 約適鳬髱葹等 申告 書に この 項」 を「確定 申告 書に この

項」 に改 め， 「（ 条約 適用 配售 等申 告書 にこ れら の記 載が ない こと につ いて やむ

を得 ない ミＦｈか おる と市 長が 認め ると きを 含む 。） 」を 削る。

付則 第２ ４条 の４ を粘 る。

（ひ たち なか市市税条例の 一部 を改 ｊＥ する 条Ｍ の一 部改 ｍ）

第２ 条　 ひた ちな か市 市税 条例 の一 部を 改ｊＥす る条 例（ 令和 ３年 条例 第３ ０倚）の

一部 を次 のよ うに 改ｍする。

第３ ６条 の３ の３ 第１ 項の 改ｊミ規 ｔ中 「控 除対 象扶 養親 族を 除く 」を 「年 齢１

６歳 未満 の者 」を 「扶 養親 族「 」の 次に 「年 齢１ ６歳 未満 の者 又は 」を 加え，

「有 しな い者 を除 く」 を「 有す る者 」に 改め る。

付　則

（施行期 日）

第１ 条　 この 条例 は， 価布 の日 から 施行 する 。た だし ，次 の各 号に 掲げ る規 定は，

ち該 各号 に定 める 日か ら施 行す る。

（１ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 第３ ６条 の３ の２ の見 ㈹，し‾反び 回条 第１

項並 びに 第３ ６条 の３ の３ のＲ ｍし 八び 回条 第１ 項の 改ｍ 規定 並び に回

条例 付則 第８ 条の ３の ２第 １項 八び 第１ ８条 の２ 第３ 項の 改ｊＥ規 定並び

に鶚 条例 付則 第２ ４条 の４ を肖 ｌ』 る改 ｊＥ 規定 並び に第 ２条 の規 定並 びに付

則第 ３条 第１ 項八 び第 ２項 の規 定　 令和 ５年 １Ｒ １日

（２ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市市税条例第３ ３条第４ 項八び第 ６項，第 ３４ 条の

９第 １瑕‾反び第 ２項 ，第 ３６ 条の ２第 １項 ただ し書 並び に第 ３６ 条の３

第２ 項‾攷び 第３ 項の 改ｍ 規定 並び に回 条例 付ｍ 第１ ７条 の３ 第２ 項，第

２１ 条の ２第 ４項 をび に第 ２１ 条の ３第 ４項 八び 第６ 項の 改ｉＥ規 定並び

に付ｍ第 ３条 第３ 項の 規定　 令加 ６年 １１ １日　　　　　　　　ｊ

（３ ）　 第１ 条中 ひた ちな か市 市税 条例 第１ ８条 の４ 第１ 項の 改ｉＥ規 定， 回条例

第７ ３条 の２ の改 ‾を規定 （「 固定 資産 氛税 台帳 」の 次に 「（ 同条 第１項

ただ し書 の規 定に よる 措置 を講 じた もの を含 む。 ）」 を加 える 部分 を除

く。 ）八 び回 条例 第７ ３条 の３ の改 ‾を規定 （「 証明 書」 の次 に「 （回条

ただ し書 の規 定に よる 措置 を講 じた もの を含 む。 ）」 を加 える 部分 を除

４



く。 ）並 びに 次条 並び に付 則第 ４条 の規 定　 令和 ６年 ４大ｊ１日

（納税証回書に関する 経過措置）

第２ 条　 前条 第３ そに 掲げ る規 定に よる 改ｉＥ後 のひ たち なか 市市 税条 例第 １８ 条の

４第 １項 （地 方税 法（ 昭和 ２５ 年法 律第 ２２ ６号 ）第 ３８ ２条 の４ に係 る部 分に

限る 。） の規 定は ，回 号に 掲げ る規 定の 施行 の日 な後 にさ れる 回法 第２ ０条 の１

０の 規定 によ る証 回書 の交 付に つい て適 ＪＩ］す る。

（市 民税 に関 する 経過 措置）

第３ 条　 第１ 条の 規定 によ る改 ｊＥ 後の ひた ちな か市 市税 条例 （な 下「 新条 Ｍ」 とい

う。 ）第 ３６ 条の ３の ２第 １項 の規 定は ，付 ｍ第 １条 第１ そに 掲げ る規 定の 施行

の日 （八 下こ の項 八び 次項 にお いて 「１ 号施 行日 」と いう 。） 鈔，後に 支払 を受け

るべ き第 ３６ 条の ３の ２第 １項 に規 定す る給 与に つい てを ｍす る回 項八 び回 条第

２項 に規 定す る申 告書 につ いて 適用 し， １号 施行 日前 に支 払を 受け るべ き第 １条

の規 定に よる 改ｊＥ前 のひ たち なか 市市 税条 例（ 次項 にお いて 「｜日条 例」 とい

う。 ）第 ３６ 条の ３の ２第 １項 に規 定す る給 与に つい てを ｍし た回 項・ び回 条第

２項 に規 定す る申 告書 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。

２　 新条 例第 ３６ 条の ３の ３第 １項 の規 定は ，１ 倚施 行日 鈔，後に 支払 を受 ける べき

所得 税缶 （ｌｇれ１４　０年 法律 第３ ３号 ）第 ２０ ３条 の６ 第１ 項に 規定 する ぬ的 年金

等（ 回法 第２ ０３ 条の ７の 規定 の適 万ｊ を受 ける もの を除 く。 鉢下 この 項に おいて

「ぬ 的年を等」と いう 。） につ いて提けｉす る新条例第３ ９条 の３ の３ 第１ 項に規

定す る申 告書 につ いて 適ｍ し， １号 施行 日前 に支 払を 受け るべ きぬ 的年 金等 につ

いて を出 した ｜日 条例 第３ ６条 の３ の３ 第１ 項に 規定 する 申告 書に つい ては ，なお

従前の例 によ る。

３　 付則 第１ 条第 ２号 に掲 げる 規定 によ る改 ‾を後の ひた ちな か市 市税 条例 の規 定中

個人の市民税に関する 部分 は， 令加 ６年度な後の年度分の個人の市Ｒ税につ いて

適ＪＩ］ し， 令和 ５年度分までの個人の市Ｒ税については，なお従前の例に よる。

（固 ｔ資 ま税 に関 する 経・ 措置）

第４ 条　 付則第１ 条第 ３号 に掲 げる 規定によ る改 ｊＥ 後のひた ちな か市市税条例第７

３条 の２ （地 方税 法第 ３８ ２条 の４ に係 る部 分に ｍる 。） の規 定は ，令 和６ 年４

Ｊｊ　１　日以 後に され る回 法第 ３８ ２条 の２ の規 定に よる 固定 資産 課税 台帳 （回 条第
ノ

１項 ただ し書 の規 定に よる 措置 を講 じた もの を含 む。 ）の 戛覧 につ いて 適ｍす

る。

２　 付則第１ 条第 ３号 に掲 げる 規定によ る改ｍ後 のひたち なか市市税条例第 ７３条

の３ （地方税法第 ３８ ２条 の４ に係 る部分に覧る 。） の規定は，令和６ 年４ 天ｊ１

日ＪＪ、 後に され る回法第 ３８ ２条 の３ の規定に よる 証回 書（同条ただ し書の規定に

よる 措置 を講 じた もの を含 む。 ）の 交付 につ いて 適ｍ する。

５－



Ｑ
－

参考資料

ひた ちなか市巾税条例新｜日対照表 （第 １条関係） Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（納税証明書の交付手数料）

第１ ８条の４　 法第 ２０ 条の １０ の納税ａＥ回書の交付手数料は，ひたちなか徼

手数料条Ｍ（平成 １２ 年条例第 ６や）Ｓり表第１ 第１ 項の規定によ って徴鼈す

る。 ただ し， 道路運送車両法第 ９７ 条の ２に規定する証明言については手数

料を徴しない。

２　略

（所得割の氛税標準）

第３ ３条　略

２・ ３　略

４　 前項 の規定は ，特定配 当等 に係 る所得が 生じ た年の翌年の ４Ｊｊ１ 日の属す

る年度黛の特定Ｅ肖等申告書（市民税の納税亟知書が送達 される時までに提

（納税証獸書の交付手数料）

第１ ８条の４　 法第 ２０ 条の １０ の納税証回書の交付（法第 ３　８・ ２条の４ に規

定す る售該証獸書に住所に代わ る事項の笆載 をしたも のの交付 を含 む。 ）の

王飲料は，ひたちなか市手数れ条例 （平成１ ２年気叺第６ そ） Ｍ・」表第１ 第１

項の規定によ って徴収する。ただし，道路ミ送車両法第９ ７条の２ に規定す

る証回書 につ いて は手数料 を徴 しな い。

２　略

（所得割 の課税標 準）

第３ ３条　略

２・ ３　略

ま　
一一

申告書に特定配范等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載がある とき は， 萢該特定髫泡等に係る所得の金額については，適

用し ない。

５　略

ま　

申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明袖に関する事癢その他施行

規則に定める事項の記載かおる とき は， 售該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額につい ては ，適 Ｈｊ しな い。

出さ れた 次に 掲げ る申 告書 をい う。 以下 この 項に おい て回 し。 ）に 特定Ｅ肖
一

等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

とき （特定配售等 申告書にその記載がな いこ とについてやむを得な いを ぽｌが

ある と淑長がＷめ るとｍむ。） は， 售ぢ特定を慝等にィ示 る所祖の金察こ

ま　

申告書が いずれも 提出 された場合におけ るこ れら の申 告書に記載さ れた事項

その他の事情 を勘案し て， この項の規定を適ｊＨ しな いこ とが適售であ ると巾

覧が認め 廴ど缸し二の ほり でな い。

　

（２ ）　 第３ ６条 の３ 第１ 項に規定する 確定申告書（回項の規定に より 前号

に掲げる 申告書が提出 されたも のと みな され る場合におけ る当 該確定

申告書に限る 。）

５　略

６　 前項の規定は，特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の４

Ｊ１　１　日の属す る年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税通知

書が 送達 され る時まで に提 出さ れた 次に 掲げ る申 告書 をい う。 な下 この 項に

おいて鶚じ。 ）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項そ

の他施行規則に定める事項の記載かおる とき （特定株式等譲渡所得兔．額申告
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書にその記載がないこ とについてやむを得ないき日ＥＩが ある と市長が認め ると

（配售割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第３ ４条の９　所祖ＷＩＩの納税義務希が，第 ３３ 条第 ４項に規定する纔星奥方晝

に記載し た特定配 苞等 に係 る所得の金額の計算の基礎 とな った 特定髱售等の

額について法第２ 章第 １節第５ 款の規定によ り配售割額を課された場合又は

同条第６ 項に規定する確定申告書に記載 した特定株式等譲渡所得金額に係る

所得のを額の計算のぶ礎と なった特定株式等譲渡所得金額について回節第６

款の規定によ り株式等譲渡所得割額を氛された場合に は， 鳬該配售割額又は

范該株式等譲渡所得割額に ５分の３ を乗 じて得た兔．額を，第 ３４ 条の ３八び

前３ 条の規定を適ｍした場合の所得割の額か ら控除す る。

２　 前項の規定に より 控除 され るべ き額 で同 項の所得割の額か ら控除す ること

がで きな かっ た金額が ある とき は， 萢該控除する こと がで きな かっ た金額

は， 令第 ４８ 条の ９の ３か ら第 ４８ 条の ９の ６ま でに定め ると ころによ り，

回項の納税義務者 に対 しそ の控除す るこ とが でき なか った金額 をａ付し ，又

は当ぬ、納税義務希の回項の確定申肖書にＷる年の末 日の属する年まの翌隻庶

分の個人の県Ｒ税若しくは市Ｒ税に充肖 し， 若しくは肖該納税義務者の未納
－

に係 る徴収金に充 售す る。

３　略

（市民税の申 告）

第３ ６条の２　第２ ３条第１ 項第 １号に掲げる者は，３ Ｊ１ １５ 日までに，市Ｒ

き匹］む。） は， 芭霖牛な定株式等譲渡所得金額にＲ る所肖＝の金額について
一一

は， 適ｍ しな い。 ただ し， 第１ 号に掲げる申告書八び第２ 号に掲げる申告書

がいずれも提莖された場合における これらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案 して，こ の項の規定を適ｍ しないこ とが適肖 であ ると 市長が認

める とき は， この限り でな い。

（１ ）　 第３ ６条の２ 第１ 項の規定によ る申 告書

（２ ）　 第３ ６条の３ 第１ 項に規定する確定申告書（同Ｊｊのまり 定により 前そ

に掲げる 申告書が提出 されたものと みなされる場合における售該確定
－　　－

申告書に張る 。）
－

（Ｅ肖割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第３ ４条の９　 所得割の納税義務者が，第 ３３ 条第 ４項に規定する特定Ｅ肖等

申告書に記載 した特定Ｅ肖等に係る所得の金額の計算の基礎と なった特定Ｅ
一一

售等の額について法第 ２章第１ 節第 ５まの規定により Ｅ肖割額をほされた場

合又は回条第 ６項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に兄載 した特定

株式等譲渡所得を額にＷる所得のを額の計算のＪＩ礎 となった特定株式等譲渡

所得を額について同節第６ 款の規定によ り株式等譲渡所得割額を課された場

合には， 当該髱当割額又は肖該株式等譲渡所得割額に ５分の３ を乗 じて得た

金額を， 第３ ４条の３ 八び前３ 条の規定を適万１ した場合の所得割の額から控

除す る。

２　 前項 の規定に より 控除 され るべ き額で同 項の所得割の額か ら控除す ること

ができなかった金額がある とき は， 售該控除する こと ができなかった金額

は， 令第 ４８ 条の ９の ３か ら第 ４８ 条の ９の ６ま でに 定め ると ころ によ り，

回項の納税義務者に対 しその控除するこ とができ なかったを額をぎ付し，又

は售該納税義務者の回項の 申告書に係る 年度分の個人の県民税若し くは部Ｒ

税に 充当 し， 若し くは 售該納税義務者の未納 に係 る徴収金 に充 售す る。

３　略

（市民税の申 告）

第３ ６条の２　 第２ ３条第１ 項第 １号に掲げる 者は，３ Ｊｊ １５ 日ま でに，市Ｒ
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税県Ｒ税申告書を市長に提出しなければなら ない。ただし，法第３ １７ 条の

６第 １癢叉は第４ 項の規定によ り給与支払報若書又は価的年金等支払報若書

をを出する義務がある者から１ Ｊｊ １日 現在において給与又はぬ的年を等の支

払を 受け てい る者 で前年中 にお いて 給与所得八外 の所得又 はな的年金等 に係

る所得な外の所得を有 しなかったもの（む的年金等に係る所得以外の所得を

有し なか った者で社会保険料控除額 （令 第４ ８条 の９ の７ に規定す るも のを

除く 。） ，小規模を業族済等掛金控除額，生命保険料控除額， 地震保険料控

ど尚　

の４ に規定する源泉控除対象Ｅ偶者に係るも のを除く 。） 若し くは法第 ３１

４条の２ 第４ 項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額

おし くはＫ療費控除額の控除， 缶第 ３１ ３条第８ 項に規定する純損失のを額

の控除額，回 条第 ９項 に規定す る純損失若し くは雑損失の金額の控除若 しく

は第 ３４ 条の ７の規定によ り控除すべき金額 （な下こ の条において 「寄附金

税額控除額」 とい う。 ）の控除を受けよ うと する ものを除く。 な下この条に

おいて「給与所得等なタトの所得を有しなかった者」 とい う。 ）八び第 ２４条

第２ 項に規定する者（施行規則第２ 条の ２第 １項の表の上欄の （二）に掲げ

る者 を除 く。 ）につい ては，こ のｍ りで ない。

２～ ９　略

第３ ６条 の３　略

２　 前項本文の場合には， 售該確定申告書に記載 された事項（施行規則第２条

の３ 第１ 癢に規定する 事項 を除 く。 ）の うち 法第 ３１ ７条 の２ 第１ 癢各 そ又

は第 ３項に規定する事瑕に鴆售する もの及び次項の規定に より 附記支社互市

項は，前条第 １項又は第３ 癢か ら第 ５項までの規定に よる 申告書にお載され

たも のと みなす。

３　 第１ 項本文の場合には，確定申告書を提出する者は， 售該確定申告書に，

施行規則第２条の ３第 ２項各号に掲げる事項を附記しなければならない。
－

（個人の市Ｒ税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第３ ６条の３ の２　 所得税法第１ ９４ 条第 １項の規定に より 回項に規定す る申

税県Ｒ税 申告書を 市長 に提出し なければなら ない。た だし ，法第３ １７ 条の

６第 １項又は第４ 項の規定 によ り給与支払報告書又はぬ的年金等支払報告書

を提出する義務が ある 者か ら１ Ｊ１ １日 現在において給与又はぬ的年金等の支

払を受けてい る者で前年中 において給与所得な外の所得又はぬ的年金等に係

る所得１ス外の所得を有しなかった もの （な的年金等に係 る所得ぷ外の所得を

有し なかった者で社会保険料控除額 （令第４ ８条 の９ の７ に規定す るも のを

除く 。） ，小規模を業埃済等掛金控除額，生命保険料控除額， ｔ震保険料控

除額，勤労学生控除額，配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合
一一 一一

計所得金額が ９０ ０万 ＦＩＩ以下である ものにｍる。 ）の法第 ３１ ４条の２ 第１

項第 １０ 号の ２に規定する 自己と生計を一にするＥ偶者（前年の合計所得奈

額が ９５ 万ＦＩ］ 以下であろものに限る。） で控除対象配偶者に該当しないもの

に係 るも のを 除く 。） おし くは法第 ３１ ４条 の２ 第４ Ｊ五回に規定する 扶養控除

額の控除又はこれ らと 併せて雑損控除額若し くはＫ療費控除額の控除， 法第
３１ ３条第８ 項に規定する純損失の金額の控除額，回条第 ９項に規定する純
損失若し くは雑損失の奈額の控除若 しく は第 ３４ 条の ７の規定によ り控除す
べき 金額 （ぷ 下こ の条 にお いて 「寄附金税額控除額」 とい う。 ）の控除 を受

けよ うと する もの を除 く。 な下 この条において「給与所得等な弗の所得を有

しな かっ た者」と いう 。） 八び第２ ４条第２ 項に規定する 者（施行規則第２

条の ２第 １項の表の上Ｓの （二）に掲げる者を除く。 ）については，この張
りで ない。

２～ ９　略

第３ ６条 の３　略

２　 前項本ズの場合に は， 萢該確定 申告書に記載 された事項（施行規則第２条

の３ 第１ 項に規定する 事癢を除 く。 ）の うち 法第 ３１ ７条の２ 第１ 犧各号又

は第 ３項 に規定す る事ちこ 木目 售す るも のＲび次癢の規定 によ り注記支社互市
策は ，前条第 １項又は第３ 項か ら第 ５項までの規定に よる 申告書に記載 され

「

たも のと みなす。

３　 第１ 項本文の場合には，確定申告書を提出す る者は， 当該確定申告書に，

施行規則第２ 条の ３第 ２項各号に掲げる事犧を付記しなければなら ない。

（個人の市Ｒ税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第３ ６条の３ の２　所得税法第１ ９４ 条第 １項の規定により 回項に規定する申
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告書を提出し なければなら ない者（以下 この条において「給与所得者」 とい

う。 ）で市内に住所を有するも のは，葹該申告書の提出の際に経ＩＥｈ すべき同

項に 規定する 給与等の 支払 者（ ぶ下 この 条に おい て「 給与 支払 者」 とい

う。 ）か ら毎年最初に給与の支払を受け る日 の前 日ま でに ，施行規則で定め

ると ころ によ り， 次に掲げる事癢をＥ載 した 申告書を，售該給与支払者を経

ぽ１ して，市長に提出 しなければな らない。

（１ ）　略

（２ ）・ （３ ）　略

２～ ５　略

（個人の市Ｒ税に係るむ的年を等受給者の扶養親族申告書）

第３ ６条の３ の３　 所得税法第２ ０３ 条の ６第 １項の規定に より 回項に規定す

る申告書を提出しなければなら ない者又は法の施行ｔにおいて回項に規定す

るな的年金等 （所得税法第 ２０ ３条の７ の規定の適ｊＦｊ を受 ける もの を除 く。

な下 この項において「価的年金等」 とい う。 ）の支払 を受 ける 者であっ て，

扶養親族 （控除対象扶養親族を除く 。） を有する者（な下この条において

「ぬ的年金等受給者」 とい う。 ）で市内 に住所を有す るも のは，肖 該申告書

の提出の際に経畆すべき所得税法第 ２０ ３条の６ 第１ 項に規定するな的年金

等の支払者（な下 この条において「ぬ的年金等支払者」と いう 。） から 毎年

最初にぬ的年金等の支払を受け る日 の前 日ま でに ，施行規ｍで定め ると ころ

によ り， 次に掲げる事項をＲ載 した 申告書を，售該な的年を等支払者を経Ｆｈ

して，市長に提出 しなければな らな い。

告書を提出しなければならない者（な下この条において「給与所得者」 とい

う。 ）で 淑内 に住所を有す るも のは，售該申 告書のを出の際に経日日すべき同

項に規定する給与等の支払者（ぷ下 この条において「給与支払者」 とい

う。 ）か ら毎年最初に給与の支払を受け る日 の前 日ま でに ，施行規則で定め

ると ころ によ り， 次に掲げる事項を記載 した 申告書を，も該給与支払者を経

由して， 市長に提出しなければならない。

（１ ）　略

（２ ）　 所得割の納琉篶み者（をまト所得金額が １． ００ ０万 「Ｉ＝１ は下であ ろも

のに ｍる 。） の自 己と 生計 を一 にず るＥ９考 （缶第３ １３ 条第 ３項に

規定する青色事業専従者に該肖する もので回ＪＩに規定する給与の支払

を受ける もの八び回条第４ 項に規定する事業専従者に該屶、するも のを
一

除き ，合計所得金額が １３ ３万ＮＷ、下であるものに限る。次条第 １項

において 回じ 。） のＪＥｔ名

（３ ）・ （４ ）略

２～ ５　略

（個人の市Ｒ税に係るぬ的年金等受給者の扶養親族等申告書）

第３ ６条の３ の３　 所得税法第２ ０３ 条の ６第 １項の規定に より 回項に規定す

る申告書を提出しなければなら ない者又は法の施行地において回項に規定す

るな的年金等 （所得税法第 ２０ ３条 の７ の規定の 適Ｈｊを 受け るも のを 除く。

な下 この項において「ぬ的年金等」 とい う。 ）の支払 を受 ける 者であっ て，

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９ ００ 万ＦＩぶ下で あるも

のに限る 。） の自 己と 生計 を一 にす る配偶者 （退職手 售等 （第 ５３ 条の ２に

規定する ｍ職手肖 等に ほるいｊ、下 この項において同 じ。 ）にイ奈 る所得を有す

る者であ って ，合計所得金額が ９５ 万ＦＩぷ 下で ある もの にほ る。 ）を いう。

第２ 号におい て同 じ。 ）又は扶養親族（控除対象扶養親族であ って ｉｎ繊手售
一

等に係る所得を有 しない者 を除 く。 ）を有する者 （ぷ 下こ の条において 「公

的年金等受給者」 とい う。 ）で市鸚に住所を 有す るも のは ，售該申 告書の提

出の際に経畆すべき所得税法第 ２０ ３条の６ 第１ 項に規定する ぬ的年を等の

支払者（髟、下この条において 「ぬ的年金等支払者」 とい う。 ）から毎年最初

にぬ的年金等の支払を受ける日 の前 日までに，施行規ｍで定めると ころによ

り， 次に掲げる事項を記載 した 申告書を ，肖該む的年金等支払者を経ぽ１し
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（１ ）　略

（２ ）・ （３ ）　賂

２～ ５　略

（［尨定資産氛税台帳の閲覧の手数料）

第７ ３条の２　法第 ３８ ２条の２ に規定する固定資弯素税七帳の閲覧の手数料

は， ひたちなか「れ手数料条例９」表第 １第 １項の規定によって徴収する。 ただ

し， 法第 ４１ ６条第３ 項又は第 ４１ ９条第８ 項の規定によ ｙと示した期間に

おいて納税義務者の閲覧に供する場合にあっ ては，手数料を徴 しない。

（因 定資産纛税台帳にお載 されてい る事項の証回書の交付手数料）

第７ ３条 の３　 法第 ３８ ２条 の３ に規 定す る固 定資饂簇税台帳に記載 され てい

る事項の証回書の交ィ才手数料は， ひた ちなか市手数料条例緊表第 １第 １項の
一一

規定によ って徴収する。

付　則

（個人の 「ｔｉＲ税の住宅借入金等特Ｍ税額控除）

第８ 条の ３　略

第８ 条の ３の ２　 平成 ２２ 年度 から 令秘 １５ 年度 まで の各年度分の個人 の市民

税に ほり ，所得割 の納税義務者が前年分の所得税 につ き租税特ＭＩ」措置法第４

１条 スは第４ １条 の２ の２ の規定の適Ｒｊを 受け た場合（居住年が 平成 １１年

から平成 １８ 年まで又は平成２ １年から剣ｍｊｊＥま でのを年である４合に鄂、

る。 ）において， 前条第１ 項の規定の適ｆｊ を受けないと きは，法附則第５条

の４ の２ 第５ 項（ 回条 第７ 癢の規定 によ り読み替 えて 適ｍ され る場合を含

て， 市長に提出しなければなら ない。

（１ ）　略

（２ ）　 特定Ｒ偶者の氏佑

（３ ）・ （４ ）　略

２～ ５　略

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料）

第７ ３条の２　 法第 ３８ ２条の２ に規定する固定資鞣氛税台帳（回条第１ 項た

だし書の規定によ る措置をまじたも のを含む。） の蜀西ｉ八也嵬３ ８２ 条の４

に規定する因定資産頂、税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの鶚覧を

含工し士夕手数れは， ひたちなか市手数れ条ｍ」表第 １第 ドａの規おこよっ

て徴収す る。 ただ し， 法第 ４１ ６条第３ 項又は第 ４１ ９条第８ 項の規定によ

りぬ示し た期 回に おい て翕悦義務者 の閲 覧に供す る場合に あっ ては ，手数料

を徴 しない。

（固定資を霖、悦台帳に記載さ れている 事項の掴五明 書の交付手数料）

第７ ３条 の３　 法第 ３８ ２条 の３ に規定す る固 定資ｔ課税台帳に 記載 されてい

こ　

交付 （法第３ ８２ 条の ４に規定する 售該証明 言に住所 に代 わる 事項 の記載を

　

１項の規定に よっ て徴 １１又す る。

付　則

（個人の市Ｒ税の住宅借入金等特ＳＩ」税額控除）

第８ 条の ３　略

第８ 条の ３の ２　 平成 ２２ 年度から令和 ２０ 年度までの各年度分の個人の市民

税にほり ，所得割の翕税義務者が前年分の所得税につき祖税特ＭＩ」措置法第４

１条又は第４ １条 の２ の２ の規定の適用 を受 けた 場合 （居住年 が平成１ １年

から平收１８ 年まで又は手成２ １年から鹿加工型までのを年である場白に犧

る。 ）において， 前条第１ 項の規定の適用を受けない とき は， 法附則第 ５条

の４ の２ 第５ 項（回条第７ 項の規定によ り読み替えて適肖１さ れる場合を含
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む。 ）に規定する とこ ろに より 控除すべき額を， 售該納税義務者の第３ ４条

の３ 八び第３ ４条の６ の規定を適ｊｔｌ したＪ４合の所得割の額から控除する。

２　略

（上場株式等に係 る配售所得等に係 る市民税の課税の特例）

第１ ７条の３　略

２　 前項の規定の うち，租税特ＳＩ」措置法第８ 条の４第 ２項に規定する特定上場

株式等の配售等（ぷ下この項において「特定上場株式等の猊售等」 とい

う。 ）にィ奈 る髱慝所呉にＷる部黛は， 巾Ｒ税の所茣粘の納税義務考が皇位教

定上場株式等 の配 售等 の支払を 受け るべ き年 の１１年 の４ Ｊ１ １日 の属する 年度

む。 ）に規定する とこ ろに より 控除すべき額を， 肖該納税義務者の第３ ４条

の３ Ｒび第３ ４条の６ の規定を適ｍ した４合の所得割の額から控除する。

２　略

（上場株式等に係るＥ肖所得等に係る「ド民税の課税の特例）

第１ ７条の３　略

２　 前項の規定の うち，租税特別措置法第８ 条の ４第 ２項に規定する特定上場

株式等の配售等（以下この項において「特定上場株式等の配售等」 とい

う。 ）に係るＥ肖所祖にＷる部のヽ は， 巾民税の所得か】の癲税義務希が前生設

の所鶚税について特定上場株式等の髱售等にィｊＳる Ｅ肖 所得につ き隰永策士堕

の規定の適万ｊを受けた場合に回り 適Ｈｊする。
－

３　略

（優良住宅ｔの造成等のために土地等を譲渡 した場合の長期譲渡所得に係る

亟民税の課税の特例）

第１ ８条の２　略

２　略

３　 第１ 項（前項において 準ｍ する 蘓合 をきむ。 ）の場合において，所得割の

納税義務者が，その有する土地等につき ，祖税特９１」措置法第３ ３条から第３

３条 の４ まで，第 ３４ 条か ら第 ３５ 条の ３ま で， 第３ ６条 の２ ，第 ３６ 条の

分の 市Ｒ税につい て特定上場４朱式等の Ｅ肖 等に唔、る髱フ脇所得 につ き前漲の規

　

范等 申喘書を提ｍ した め白 （あこ鶚げる 場合 をほ く。 ）に ｍり ■ＨＩす るリ］と

とし，ｄニｆＲ税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株

式等のＲＡ等に係る配售所得について回条第 １項たび第２ 項並びに第３ ４条

の３ の規定の適用 を受 けた場合には，肖 該納税義務者が前年中 に支払を受け

るべき他の特定上場株式等の髱售等にＷる髱售所得について、 前項の規定

庄こｊｍ しない。
～

（１ ）　 第３ ３条第４ 項ただし書の規定の適用がある場合

（２ ）　 第３ ３条第４ 項第 １号に掲げる 申告書ｊ１び回項第２ 昜に掲げる申告

書がいずれも提ｉ された場合におけ るこれら の申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して，愾項の規定を適万ｊ しないこ とが適售であ
一一

ると 市長が認める とき。

３　略

（優良住宅丿胞の造成等のために土ｔＷを譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

淑Ｒ税の課税の特例）

第１ ８条の２　略

２　略

３　 第１ 項（ 前項 にお いて 準只］す る場合を含む。） の場合におい て， 所得割の

納税義務者が，その有する土地等につき ，租税特緊措置法第３ ３条から第３

３条の４ まで，第 ３４ 条から第 ３５ 条の ３ま で， 第３ ６条の２ ，第 ３６ 条の
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５， 第３ ７条，第 ３７ 条の ４から第 ３７ 条の ６ま で， 第３ ７条の８ 又は第３
－　　 一一一

７条 の９ の規定の 適万ｊを 受け ると きは ，肖 該土ｔ等 の譲渡は ，第 １犧に規定
－

する優良住宅ｔ等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅ｔ等予定地

のた めの譲渡に該肖し ない もの とみ なす。

（特例適用利子等八び特例適ｊＨ配 售等 に係 る個 人の 市民税の 頂、税の 特例）

第２ １条 の２　略

２・ ３　略

４　 前項後段 の規定は ，特例適用髱芭等 に係 る所得が 生じ た年 のｉ１年 の４ １１

日の属す る年度分の特例適 ＪＩ Ｅ肖 等申 告書 （市民税の納税Ｓ加害が送達され

５， 第３ ７条，第 ３７ 条の ４か ら第 ３７ 条の ６ま で又は第 ３７ 条の ８の規定
－

の適用を 受け ると きは ，售該土地等 の譲渡は ，第 １項 に規定す る優 良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅ｔ等予定ｔの ための譲渡に

該肖 しないものとみなす。

（特例適Ｊ１１利子等八び特例適万丿配售等に係る個人の市民税の課税の特例）

第２ １条の２　略

２・ ３　略

４　 前項後段の規定は，特例適用配售等に係 る所得が生じた年分の所得税に係

る第 条の皿る確定申き書に前項後段の規定の・ｍをそけ
－

よう とする回の記載がある とき に限 り， 適用する。

５　略

（条約適Ｈｊ 利子等八び条約適肖ｊ Ｅ肖 等に係る個人の市Ｒ税の霖税の特例）

第２ １条 の３　ほ

２・ ３　略
「

４　 前項後段の規定は，条約適用配售等に係 る所得が生じた年分の所得税に係

　こす
よう とする回の２載がある とき にほ り， 適ｊＨする。

る時 まで に提 出さ れた 次に 掲げ る申 告書 をい う。 な下 この 項に おい て回

じ。 ）に前犧後段の規定の適万１を受け よう とする回の記載がある とき （特例

適用配售等申 告書にそ の記載が ない こと についてやむ を得ないミぽ１が あると

售七厘ｍｍごしこ　
告書たび第２ 号に掲げ る申 告書がいずれ も提出さ れた場合にお ける これ らの

申告書にＥ載 された事項そ の他の事情を勘案 して ，回項後段の規定を適ｊＨし

ｉｌ　

（１ ）　
（２ ）　 第３ ６条の３ 第１ 項に規定する確定申告書（同項の規定に より 前号

に掲げる 申告書が提出 されたも のと みな される場合におけ る肖該確定

申告書に限る。）

５　略

（条約適ＪＩ利子等八び条約適ＪＩＥ肖等に係る個人の市Ｒ税の氛税の特例）

第２ １条 の３　略

２・ ３　略

４　 前項後段の規定は ，条約適 ＪｌｊＥ 肖等 に係 る所得が 生じ た年 の翌年の ４Ｊｊ１

日の属する年度分の条約適篦髱慝等申告書（市民税の納税ｉｉ加害が送達され

る時 まで に提 ｍさ れた 次に 掲げ る申 告書 をい う。 な下 この 項に おい て回

匹上ｊこ前癢後段の規定の適ＪＩを■けよう とする回のＥ載がある とき （条め
適万ｊＥ 肖等 申告書に その記載がな いこ とに つい てやむを 得な いミ Ｆｈ があ ると

；コＩＷ　
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告書八び第２ 号に掲げる申告書がいずれも提出さ れた場合における これ らの

５　略

６　 祖税条約等実施特例法第３ 条の ２の ２第 １項の規定の適Ｈｊがある蕕合 （第

３項後段 の規定の適用 があ る場合を 除く 。） にお ける 第３ ４条 の９ の規定の

適Ｈｊに つい ては ，回 条第 １項 中「 又は 回条 第６ 項」 とあ るの は「若し くは付

則第 ２１ 条の ３第 ３項前ほ に規定す る条約適 万丿 配售等（な下 「条約適鳬髱当Ｘ

等」 とい う。 ）に係る 所得 が生 じた 年分の所得税 に係 る回 条第 ４項 に規定す

る確定申告書にこ の項の規定の適ｊｌモｊを受け よう とする旨２えび肖該条約適ＨｊＥ

售等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であって，肖該条約適

匹Ａ等に係る 所得の金額の 計算 の基礎と なっ た条め適 社ｊ Ｅ肖 等の額に つい

て祖税条約等 の実施に伴う 所得税法 ，法人税法及 びｔ方税法の 特例等に 関す

る法 律（ ９うＦ口 ４４ 年法 律第 ４６ 号。 な下 「祖 税条 お等 実施 特例 法」 とい

う。 ）第 ３条 の２ の２ 第１ 項の規定八び缶第 ２章 第１ 節第 ５ま の規定に より

ＲＡ割額 を頂、さ れた とき ，又 は第 ３３ 条第 ６項」と ，回 条第 ３項 中「 法第３

７条の４ 」と あるのは 「租税条約等実施特例法第 ３条の２ の２ 第９ 項の規定

によ り読み替 えて 適ルｊさ れる 法第 ３７ 条の ４」 とす る。

申告書に記載 された事項その他の事情を勘案 して，回項後段の規定を適万１し

ない こと が適 售である と市長が認め ると きは，こ の限 りでない。

（１ ）　 第３ ６条 の２ 第ドａの規定 によ る申 告書

（２ ）　 第３ ６条の３ 第１ 項に規定する 確定 申告書（同項の規定に より 前号

に掲げる 申告書が提出 されたも のと みな される場合におけ る鳬該確定

・申告書に限る。）

５　略

６　 租税条約等実施特例法第３ 条の ２の ２第 １項 の規定の 適Ｒｊが ある 場合 （第

３項後段 の規定の 適ｆｌｌ があ る４合を 除く 。） にお ける 第３ ４条 の９ の規定の

適用 につ いて は， 回条 第１ 項中 「又 は回 条第 ６項 」と ある のは 「若 しく は付

則第 ２１ 条の ３第 ３項前段に規定す る条約適ｍＥ肖等 （ぶ 下「条約適ｍ配售

等」 とい う。 ）に係る所得が生じた年の翌年の４ Ｊ１ １日 の属する年度分の回
一

条第 ４項に規定す る条約適 ｊｌｊ配 售等 申告書に この項の規定の適 Ｊ４モｊ を受 けよう

とす る冶‾ｋび售該条約適ｍＥ 肖等 に係 る所得の 「！１１ 細に 関す る事項の記載 があ

る場合（条約適用Ｅ肖等申告書にこれらの兄藏がないこと についてやむを得

ない ミぽ１が ある と市長が認め ると きを含む 。） であ って ，售該条め適 ルｊ Ｅ肖

等に係る 所得の金額の 計算 のＪＩ礎 とな った 条約 適ｊＨＥ 肖等 の額 につ いて 祖税

条約等の実施に伴 う所得税法， 法人税法八び地方税法の特例等に関する 法律

（９ 和４ ４年法律第４ ６号。な 下「租税条約等実施特例法」と いう 。） 第３

条の ２の ２第 １項 の規定八び法第２ 章第 １節 第５ 款の 規定 によ りＥ 肖割額を

頂、され たと き， 又は第３ ３条 第６ 項」 と， 回条 第３ 項中 「法第３ ７条 の４」

とあ るの は「祖税条お等実施特加法第３ 条の ２の ２第 ９癢の規定に より 読み

替え て適 Ｈｊ され る法第３ ７条 の４ 」と する。

（新型コ ロナウイルス感染症等に係る住宅借人台等特ｉｊ税額控除の特例）

第２ ４条の４　 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロ ナウイル

ス感染症特例法第 ６条第４ 項の規定の適ｍを受けた場合における付則第８条

の３ の２ 第１ 項の規定の適ｊＨ について は， 同項 中「令れ］１ ５年度」 とあ るの

挂、 「令秘１ ６年度」 とす る。

２　 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき 新タ コロ ナウ イルス感染症特

例法第６ 条の ２第 １項の規定の適ＪＩＨ を受けた場合における付則第８ 条の ３の
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２第 １項 の規定の 適Ｊ４１ につ いて は， 回項 中「令和 １５ 年度 」と ある のは 「令

匹匹 ま皿

ｔ
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（個人の 市民税に係る ぬ的年金等受給者の扶養親族等 申告書）

第３ ６条 の３ の３　 所得税法第２ ０３ 条の ６第 １項 の規定に より 回項 に規定す

る申 告書を提出し なければなら ない者又 は法の施行ｔにおいて 回項に規定す

る価的年金等 （所得税法第 ２０ ３条 の７ の規定の適用 を受 ける もの を除 く。

な下 この項において「価的年金等」 とい う。 ）の支払を受ける者であっ て，

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額 が９ ００ 万ＦＩ以 下で あるも

のに限る。） の自 ｄと 生計を一にする猊偶者 （ぶ繊手售等 （第 ５３ 条の ２に

規定する 退職手售等に 限る 。以 下こ の項 にお いて 回じ 。） に係 る所得を 有す

る者であ って ，合計所得金額が ９５ 万ＦＩＩ 以下であ るも のに 限る 。） をい う。

第２ そに おい て回 じ。 ）又 は扶養親族（控除対象扶養親族 であ って 戔．職手售

等に係る所得を有 しない考を除く。 ）を有する考 （以下こ の条において 「ぬ

的年金等受給者」 とい う。 ）で市内 に住所を 有す るも のは ，售該申 告書 の提

ｉの 際に 経ぼＥＩ すべ き所得税法第 ２０ ３条 の６ 第１ 項に規定する む的年金等の

支払者（ 社下 この 条に おい て「公的年金等支払者」と いう 。） から 毎年最初

にぬ的年金等 の支払を 受け る日 の前 日ま でに ，施行規則で 定め ると ころ によ

り， 次に掲げる事項を笆載 した申告書を，肖該価的年を等支払者を経Ｆｈし

て， 市長 に提出し なけ ればなら ない。

（１ ）～ （４ ）略

２～ ５　略

（個人の市民税に係る ぬ的年金等受給者の扶養親族等 申告書）

第３ ６条の３ の３　 所得税法第２ ０３ 条の ６第 １項の規定により 回項に規定す

る申 告書 を提 出し なけ れば なら ない者又 は法 の施行ｔ にお いて 回項 に規定す

る公的年金等 （所得税法第 ２０ ３条 の７ の規定の適用 を受 ける もの を除 く。

八下この項において「ぬ的年金等」 とい う。 ）の支払を受ける者であっ て，

特定Ｅ偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額 が９ ００ 万ＮＷ、下で あるも

のに限る。） の自 己と 生計を一にする配偶者 （退職手售等 （第 ５３ 条の ２に

規定するｊ１職手售等に限る。 以下この項において回 じ。 ）に係る所得を有す

る者であって，合計所得金額が ９５ 万ＦＩな下である ものにほる。 ）をいう。

第２ 号におい て回 じ。 ）又は扶養親族（年齢 １６ 歳未満の考又は控除対象扶

養親族であっ て退職手范等に係る所得を有する者に限 る。 ）を有する者 （な

下こ の条 にお いて 「ぬ的年金等受給者」 とい う。 ）で 市内 に住所を 有す るも

のは，售該申 告書のをｉの際に経ぽ１すべき 所得税七第２ ０３ 条の ６第 １項に

規定するぬ的年金等の支払者（な下この条において「ぬ的年金等支払者」と

いう 。） から 毎年最初に価的年金等の支払を受け る日 の前 日ま でに ，施行規

則で定め ると ころ によ り， 次に掲げる事項を記載 した 申告書を，肖該ぬ的年

金等支払者を経ぽ１して， 賍長に皿しなければな らない。

（１ ）～ （４ ）略

２～ ５　略


